
議案第４３号

宮木・大熊辺地に係る総合整備計画の変更について

別紙のとおり、宮木・大熊辺地に係る総合整備計画を変更したいので、辺

地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

（昭和３７年法律第８８号）第３条第１項の規定により、本議会の議決を求

める。

令和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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鳥 取 県 琴 浦 町 宮 木 ・ 大 熊 辺 地

(辺地の人口 １４１人)

(面　積　　　１．８k㎡)

１ 　辺地の概況

（１） 辺地を構成する町又は字の名称 大字宮木、大字高岡

（２） 辺地の中心の位置 大字宮木１５３番地３

（３） 辺地度の点数 １０７点

２ 　公共的施設の整備を必要とする事情

（１）　町道立子大熊線道路改良事業

３ 　公共的施設の整備計画

平成２８年度から令和７年度の１０年間 （単位:千円）

 

事業主体名

総　合　整　備　計　画　書

区　分

事業費

財源内訳 一般財源のうち
辺地対策事業債
の 予 定 額施設名 特定財源 一般財源

町道立子大熊線
道路改良事業

琴浦町 101,200 0 101,200 101,200 

合　　　　　　　計 101,200 0 101,200 101,200 

　宮木・大熊辺地と中村辺地を結ぶ町道として１級町道立子大熊線があり、主に両地域
の交流交通や農林業の生産活動に使用される主要な生活路線となっている。
　当該路線は、山間地を縫うように通っており、カーブが連続している区間や幅員が狭小
な区間が存在しているほか、２級河川勝田川に架かる大山橋は老朽化が進んでいること
から地元より安全確保や通行の改善を求める要望が出されている。
　当該路線を整備することにより、通行者の安全確保や利便上の向上を図るとともに地域
の発展・活性化に寄与しようとするものである。
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総合整備計画書 新旧対照表（令和４年３月変更）

変 更 案 現 行（R元年 12 月）

鳥取県琴浦町宮木・大熊辺地

(辺地の人口 141 人)

(面 積 1.8k ㎡)

鳥取県琴浦町大熊辺地

(辺地の人口 95人)

(面 積 0.7k ㎡)

１ 辺地の概況

(1)辺地を構成する町又は字の名称 大字宮木、大字高岡

(2)辺地の中心の位置 大字宮木１５３番地３

(3)辺地度の点数 １０７点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

(1)町道立子大熊線道路改良事業

宮木・大熊辺地と中村辺地を結ぶ町道として１級町道立子大熊線があ

り、主に両地域の交流交通や農林業の生産活動に使用される主要な生活

路線となっている。

略

１ 辺地の概況

(1)辺地を構成する町又は字の名称 大字高岡

(2)辺地の中心の位置 大字高岡４７０番地

(3)辺地度の点数 １０７点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

(1)町道立子大熊線道路改良事業

大熊辺地中村辺地を結ぶ町道として１級町道立子大熊線があり、主に

両地域の交流交通や農林業の生産活動に使用される主要な生活路線と

なっている。

略

３ 公共的施設の整備計画

平成２８年度から令和７年度の１０年間

３ 公共的施設の整備計画

平成２８年度から令和３年度の６年間

区 分

事業費

財源内訳
一般財源の

うち辺地対

策事業債の

予定額
施設名

事業

主体名

特定

財源

一般

財源

町道立子大

熊線道路改

良事業

琴浦町 101,200 0 101,200 101,200

合 計 101,200 0 101,200 101,200

区 分

事業費

財源内訳
一般財源の

うち辺地対

策事業債の

予定額
施設名

事業

主体名

特定

財源

一般

財源

町道立子大

熊線道路改

良事業

琴浦町 90,000 0 90,000 90,000

合 計 90,000 0 90,000 90,000
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